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構
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（
平
成
二
七
年
六
月
五
日
法
律
第
三
五
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
七
年
五
月
一
九
日
・
衆
議
院
総
務
委
員
会
）

○
高
市
国
務
大
臣

株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
支
援
機
構

法
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し

上
げ
ま
す
。

電
気
通
信
事
業
、
放
送
事
業
及
び
郵
便
事
業
に
係
る
海
外
市
場
は
ア
ジ

ア
を
中
心
と
し
て
成
長
を
続
け
て
き
て
お
り
、
今
後
の
海
外
需
要
の
拡
大

が
見
込
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
我
が
国
経
済
の
持
続
的
な
成
長
の
た
め
に

は
、
そ
の
よ
う
な
海
外
に
お
け
る
新
た
な
事
業
機
会
を
捉
え
、
国
内
需
要

と
共
通
す
る
潜
在
的
な
海
外
需
要
を
積
極
的
に
開
拓
す
る
こ
と
で
、
我
が

国
の
事
業
者
の
収
益
性
の
向
上
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
海

外
に
お
い
て
電
気
通
信
事
業
、
放
送
事
業
ま
た
は
郵
便
事
業
を
営
む
に
当

た
っ
て
は
、
規
制
分
野
で
あ
る
が
ゆ
え
の
政
治
リ
ス
ク
や
そ
れ
に
伴
う
需

要
リ
ス
ク
の
影
響
が
大
き
く
、
民
間
だ
け
で
は
参
入
が
進
み
づ
ら
い
状
況

に
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
、
我
が
国
の
強
み
を
生
か
し
て
海
外
に
お

い
て
電
気
通
信
事
業
、
放
送
事
業
ま
た
は
郵
便
事
業
を
行
う
者
を
支
援
す

る
た
め
、
本
法
律
案
を
提
案
す
る
こ
と
と
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。第

一
に
、
海
外
に
お
い
て
電
気
通
信
事
業
、
放
送
事
業
も
し
く
は
郵
便

事
業
ま
た
は
こ
れ
ら
の
関
連
事
業
を
行
う
者
を
支
援
す
る
た
め
、
総
務
大

臣
の
認
可
に
よ
り
、
株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
支
援
機
構

を
設
立
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
政
府
は
、
常
時
、
機
構
の
発
行
済

み
株
式
総
数
の
二
分
の
一
以
上
を
保
有
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
機
構
の
支
援
の
対
象
と
な
る
事
業
者
及
び
支
援
内
容
並
び
に

株
式
ま
た
は
債
券
の
処
分
等
の
決
定
を
客
観
的
、
中
立
的
に
行
う
た
め
、

機
構
に
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
委
員
会
を
置
く
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
。

第
三
に
、
機
構
は
、
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
、
出
資
、
資
金
の
貸
し

付
け
、
専
門
家
の
派
遣
ま
た
は
助
言
等
の
業
務
を
営
む
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
。

第
四
に
、
政
府
は
、
機
構
の
社
債
や
資
金
の
借
り
入
れ
に
係
る
債
務
に

つ
い
て
保
証
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
の
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
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囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。以

上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
七
年
五
月
二
二
日
）

○
桝
屋
敬
悟
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

本
案
は
、
我
が
国
の
事
業
者
に
蓄
積
さ
れ
た
知
識
、
技
術
及
び
経
験
を

活
用
し
て
海
外
に
お
い
て
通
信
、
放
送
、
郵
便
事
業
を
行
う
者
等
に
対
し

資
金
供
給
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
及
び
海
外
に
お

け
る
通
信
、
放
送
、
郵
便
事
業
に
共
通
す
る
需
要
の
拡
大
を
通
じ
、
当
該

需
要
に
応
ず
る
我
が
国
の
事
業
者
の
収
益
性
の
向
上
等
を
図
り
、
も
っ
て

我
が
国
経
済
の
持
続
的
な
成
長
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
人
と

し
て
、
株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
支
援
機
構
を
設
立
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
五
月
十
五
日
、
本
会
議
に
お
い
て
趣
旨
説
明
及
び
質
疑

が
行
わ
れ
、
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
十
九
日
高
市
総
務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の

説
明
を
聴
取
し
、
昨
日
、
質
疑
を
行
い
、
討
論
の
後
、
採
決
を
い
た
し
ま

し
た
と
こ
ろ
、
本
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
七
年
五
月
二
一
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
各
項
の
実
施
に
努
め
る
べ
き

で
あ
る
。

一

機
構
が
海
外
に
お
け
る
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
の
支
援
を
行
う
に

当
た
っ
て
は
、
民
間
が
行
え
る
こ
と
は
民
間
に
任
せ
る
と
い
う
基
本
的

考
え
の
も
と
、
民
業
補
完
の
観
点
か
ら
、
民
間
の
ニ
ー
ズ
を
適
切
に
把

握
し
、
特
に
我
が
国
中
小
事
業
者
の
参
入
促
進
に
資
す
る
こ
と
と
な
る

よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
機
構
が
我
が
国
経
済
の
持
続
的
な
成
長
に
寄

与
す
る
と
の
目
的
に
沿
っ
て
運
営
さ
れ
る
よ
う
、「
官
民
フ
ァ
ン
ド
の

運
営
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
従
っ
て
機
構
の
活
動
の
検
証
を
適
時

的
確
に
行
う
こ
と
。
ま
た
、
組
織
の
肥
大
化
を
招
か
な
い
よ
う
、
機
構

の
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
適
宜
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

二

機
構
が
支
援
す
る
対
象
と
な
る
事
業
者
へ
の
投
資
、
融
資
等
の
金
融

機
能
が
機
構
の
主
要
な
事
業
と
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
専
門
知
識
を
有
す

る
民
間
の
人
材
の
確
保
と
と
も
に
、
そ
の
積
極
的
な
活
用
等
を
図
る
こ
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と
。

三

機
構
が
支
援
す
る
対
象
事
業
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
通
信
・
放
送

・
郵
便
事
業
に
関
す
る
技
術
等
が
十
分
活
用
さ
れ
、
投
資
事
業
全
体
と

し
て
長
期
収
益
性
の
確
保
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
支
援
基
準
を
早
急
に
定

め
る
こ
と
。

四

機
構
に
設
置
さ
れ
、
支
援
の
対
象
と
な
る
事
業
者
及
び
支
援
の
内
容

の
決
定
等
を
行
う
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
委
員
会
は
、
機
構
が

対
象
事
業
の
支
援
を
適
正
に
行
う
上
で
重
要
な
機
関
で
あ
る
こ
と
に
鑑

み
、
同
委
員
会
の
客
観
的
・
中
立
的
な
判
断
や
運
営
が
確
保
さ
れ
て
い

る
か
を
含
め
、
機
構
に
対
し
必
要
な
監
督
を
行
う
こ
と
。

五

機
構
の
取
締
役
の
人
選
等
に
当
た
っ
て
は
、
い
や
し
く
も
機
構
が
新

た
な
天
下
り
先
と
の
疑
念
を
持
た
れ
な
い
よ
う
に
、
厳
正
に
行
う
こ

と
。

六

コ
ン
テ
ン
ツ
の
海
外
展
開
な
ど
に
関
し
、
機
構
と
他
の
官
民
フ
ァ
ン

ド
等
と
の
間
に
お
い
て
、
役
割
の
分
担
を
行
い
つ
つ
、
密
接
な
連
携
と

協
力
を
図
り
、
施
策
の
効
果
的
な
実
施
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
参
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
七
年
五
月
二
九
日
）

○
谷
合
正
明
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。

本
法
律
案
は
、
我
が
国
の
事
業
者
に
蓄
積
さ
れ
た
知
識
、
技
術
及
び
経

験
を
活
用
し
て
海
外
に
お
い
て
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
を
行
う
者
等
に

対
し
資
金
供
給
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
及
び
海
外

に
お
け
る
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
に
共
通
す
る
需
要
の
拡
大
を
通
じ
、

当
該
需
要
に
応
ず
る
我
が
国
の
事
業
者
の
収
益
性
の
向
上
等
を
図
り
、

も
っ
て
我
が
国
経
済
の
持
続
的
な
成
長
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

法
人
と
し
て
、
株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
支
援
機
構
を
設

立
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
機
構
設
立
の
必
要
性
及
び
関
係
機
関
と
の

役
割
分
担
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
分
野
の
海
外
展
開
に
向
け
た
戦
略
、
郵
便
イ
ン
フ
ラ

シ
ス
テ
ム
の
海
外
展
開
と
機
構
の
活
用
、
機
構
の
役
職
員
の
人
選
の
在
り

方
、
支
援
対
象
事
業
の
選
定
の
方
針
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し

た
。質

疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表

し
て
吉
良
よ
し
子
委
員
よ
り
反
対
、
社
会
民
主
党
・
護
憲
連
合
を
代
表
し

て
又
市
征
治
委
員
よ
り
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。討

論
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。
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○
附
帯
決
議（
平
成
二
七
年
五
月
二
八
日
）

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努

め
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
機
構
が
海
外
に
お
け
る
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
の
支
援
を
行
う
に

当
た
っ
て
は
、
我
が
国
及
び
海
外
に
お
け
る
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業

に
共
通
す
る
需
要
の
拡
大
を
通
じ
、
当
該
需
要
に
応
ず
る
我
が
国
の
事

業
者
の
収
益
性
の
向
上
等
を
図
り
、
も
っ
て
我
が
国
経
済
の
持
続
的
な

成
長
に
寄
与
す
る
と
の
目
的
に
沿
い
、
ま
た
、
民
間
が
行
え
る
こ
と
は

民
間
に
任
せ
る
と
い
う
基
本
的
考
え
の
下
、
民
業
補
完
の
観
点
か
ら
、

民
間
の
ニ
ー
ズ
を
適
切
に
把
握
し
、
特
に
我
が
国
中
小
事
業
者
の
参
入

促
進
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、「
官
民
フ
ァ
ン

ド
の
運
営
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
従
っ
て
機
構
の
活
動
の
検
証
を

適
時
的
確
に
行
う
こ
と
。
ま
た
、
組
織
の
肥
大
化
を
招
か
な
い
よ
う
、

機
構
の
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
適
宜
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

二
、
機
構
が
支
援
す
る
対
象
と
な
る
事
業
者
へ
の
投
資
、
融
資
等
の
金
融

機
能
が
機
構
の
主
要
な
事
業
と
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
専
門
知
識
を
有
す

る
民
間
の
人
材
の
確
保
及
び
そ
の
積
極
的
な
活
用
等
が
図
ら
れ
る
よ
う

努
め
る
と
と
も
に
、
相
手
国
と
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
に
積
極

的
に
取
り
組
む
こ
と
。

三
、
機
構
が
支
援
す
る
対
象
事
業
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
通
信
・
放
送

・
郵
便
事
業
に
関
す
る
技
術
等
が
十
分
活
用
さ
れ
、
投
資
事
業
全
体
と

し
て
長
期
収
益
性
の
確
保
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
こ
れ
ら
の
考
え
方
を
明

ら
か
に
し
た
支
援
基
準
を
早
急
に
定
め
る
こ
と
。

四
、
機
構
に
設
置
さ
れ
、
支
援
の
対
象
と
な
る
事
業
者
及
び
支
援
の
内
容

の
決
定
等
を
行
う
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
委
員
会
は
、
機
構
が

対
象
事
業
の
支
援
を
適
正
に
行
う
上
で
重
要
な
機
関
で
あ
る
こ
と
に
鑑

み
、
同
委
員
会
の
客
観
的
・
中
立
的
な
判
断
や
運
営
が
確
保
さ
れ
て
い

る
か
を
含
め
、
機
構
に
対
し
必
要
な
監
督
を
行
う
こ
と
。

五
、
機
構
の
取
締
役
の
人
選
等
に
当
た
っ
て
は
、
い
や
し
く
も
機
構
が
新

た
な
天
下
り
先
と
の
疑
念
を
持
た
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
厳
正
に
行
う

こ
と
。

六
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
海
外
展
開
な
ど
に
関
し
、
機
構
と
他
の
官
民
フ
ァ
ン

ド
等
と
の
間
に
お
い
て
、
役
割
の
分
担
を
行
い
つ
つ
、
密
接
な
連
携
と

協
力
を
図
る
な
ど
施
策
の
効
果
的
な
実
施
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
海

外
市
場
に
お
い
て
我
が
国
の
企
業
の
直
面
す
る
課
題
や
諸
外
国
の
取

組
、
組
織
の
実
情
等
を
把
握
し
、
機
構
を
含
め
た
支
援
体
制
の
在
り
方

に
つ
い
て
適
宜
必
要
な
見
直
し
を
図
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
支
援
機
構
法

一
一
二


